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(訂正) 第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせの一

部訂正について 

 

2021 年８月６日(金)に公表した「第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の 

導入に関するお知らせ」につきまして、一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

「第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ」13 ページ 

１.訂正の箇所  

株式会社スペースマーケット第５回新株予約権発行要項 ３. 新株予約権の内容 (６)新株予約権の行

使の条件 

 

訂正部分には下線を付して表示しております。 

 

<訂正前> 

 

(６)新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2023 年 12 月期から 2025 年 12 

月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書に記載された連結損益計算書における売上総利益

の額が1,260 百万円を超過し、かつ調整後EBITDAが 260百万円を超過した場合に本新株予約権を行使す

ることができる。 

 

<訂正後> 

 

(６)新株予約権の行使の条件  

①新株予約権者の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2023 年 12 月期から 2025 年 12 

月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書に記載された株式会社スペースマーケット単体の

損益計算書における売上総利益の額が 1,260 百万円を超過し、かつ調整後 EBITDA（営業損益の額に減価

償却費、のれん償却額及び株式報酬費用を加算した額）が 260 百万円を超過した場合に本新株予約権を

行使することができる。 

 

２.訂正の理由  

記載内容に一部誤りがあることが判明したため、これを訂正いたします。 

 

以 上 

 


